
本校における COVID-19 感染者及び濃厚接触者への措置に関する規定 

※当該規定は本校保健室及び学校医の監修の下で設けたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆校内の人間が陽性者もしくは濃厚接触者に該当した場合、学校及び保健所から当事者・関係者のみに直接連絡 

する。該当者以外の生徒・保護者による保健所への個別相談は混乱を招きかねないため、極力避けること。 

◆隔離期間は原則的に公欠扱いとする。この期間中、保護者は生徒の健康状態を常に把握し、何か異常があれば 

速やかに学校に連絡すること。 

◆体調に関する不安や疑問があれば、必ず本校保健室に連絡すること。 

ケース１ 

ア．生徒自身が 

体調不良 

(発熱 37度以上 

または咳等の症状 

あり) 

イ．生徒家族が発熱 

ケース２ 

生徒自身が 

濃厚接触者に該当 

ケース３ 

生徒自身が 

濃厚接触者と接触 

(友人、家族などが 

濃厚接触者に該当) 

ケース４ 

生徒の家族が 

濃厚接触者と接触 

 

登校後： 

帰宅の必要があるか 

本校保健室が判断。 

 

登校前：自宅休養 

※必ず保護者が 

学校に連絡する。 

①保健所に連絡後、 

必ず学校に報告。 
 

②保健所の指示に 

従い、自宅待機。 

※安全の確認が 

とれるまでは 

登校禁止とする。 

①速やかに学校に 

報告し、自主隔離。 

 

②濃厚接触者の 

PCR検査結果(陰性) 

が出るまで生徒は 

自宅待機。 

①速やかに学校に 

報告し、自主隔離。 

 

②保護者が保健所に 

連絡する。 

①病院で PCR検査を 

行い、必要に応じて 

治療を受ける 

 

②一週間※自宅休養。 

※症状が残る場合は 

 休養延長し、医師の 

許可が出てから 

登校再開。 

 

③治癒証明を学校に 

提出すれば公欠と 

して扱う。 

陽性の場合： 

保健所の指示に従い、 

二週間隔離。 

再度検査を受けて 

陰性ならば登校して 

かまわない。 
 

陰性の場合： 

自宅で二週間隔離後、 

再度検査を受けて 

陰性ならば登校して 

かまわない。 

または本校保健室に 

相談し、学校医のもと 

で検査を受けること。 

濃厚接触者が陽性： 

接触歴がある生徒も 

保健所の指示に従い 

検査を受ける。 

 

濃厚接触者が陰性の 

場合でも、接触歴が 

ある生徒は自宅で 

二週間隔離。 
 
または本校保健室に 

相談し、学校医のもと 

で検査を受けること。 

①保健所の指示に 

従い、必要に応じて 

自宅隔離。 

 

②隔離期間を経て 

登校する際は、 

保健所からの 

指示文書を一部 

学校に提出する。 


